
中部資産管理センターに相続相談担当を設置し、組合員の皆さまの相続相談対応を強化して
います。今月号から、相続基礎知識について解説していきます。
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「相続の前にできること」5月号の内容

●問い合わせ先　中部資産管理センター（日進市蟹甲町池下213-1）0561-75-0720

～JAの自己改革について学び地域農業を応援しよう～

市川　耕一

代表理事組合長

◎事業戦略

各支店・店舗・センターに意見箱を設置しています。

なお、ぐりんぷらざの応募用紙は意見箱からもご応募いただけます。

ご意見箱からの応募で当選率アップ！！

皆さまからの貴重なご意見・ご要望をお待ちしております。

https://jaab.or.jp ＜お申込みフォーム＞より

たくさんのご意見・ご要望をよろしくお願いいたします ◎JAあいち尾東の自己改革に対する
ご意見をお待ちしております。

この箱が目印！

今回のテーマ

各支店窓口を通じて、お気軽にご相談ください。

　平成27年の相続税改正以降、課税対
象が拡大し、組合員にとっても相続税は
他人事ではなくなりました。相続は突然
起こり得るため、争いを避け、大切な財
産を円滑に継承するには事前準備が不
可欠です。特に農地相続には期限付きの
特例があるほか、売却による納税には測
量や届出など時間を要する対応も必要
となります。
　相続は、被相続人の死亡によって開始
され、一定の期限内に多くの手続きを行
う必要があります。死亡届の提出から始
まり、遺言書の確認、相続人の調査、遺
産や債務の把握を経て、相続放棄や限
定承認の判断、遺産分割協議へと進み
ます。
　所得税や相続税の申告・納付には、そ
れぞれ４ヶ月、10ヶ月以内の期限がある
ほか、不動産や預貯金などの名義変更、
農地取得の届出なども重要です。農地
等の特例適用や納税猶予の活用には、
厳密な条件と期限が伴います。相続を円
滑に進めるには、こうした流れを理解し、
早期から準備することが不可欠です。
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葬儀費用の領収書等の整理･保管

遺産や債務の調査

遺言書の有無の確認

相続人の確認

生産緑地の買取申し出の検討

農地の納税猶予の検討

遺産分割協議書の作成

遺産の名義変更

農地法３条の３届出

相続税申告書の作成
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初七日法要

香典返し

四十九日法要

被相続人の死亡（相続開始）

相続の放棄または限定承認

所得税の申告と納付

相続税の申告と納付

年金受給者死亡届は、年金事務所
（または役所）へ10日（国民年金は
14日）以内に年金証書を添えて提
出します。
死亡届は、７日以内に死亡診断書を
添付して市区町村長へ提出します。
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＜スケジュール表＞

調査により、相続の放棄をするか
どうかを決めます。

公正証書遺言や法務局保管の自
筆証書遺言以外は、家庭裁判所
で検認を受けます。

申し出期限は特に定められていま
せんが、売却する場合は早めに申
し出を行う必要があります。

家庭裁判所に申述します。

農地として農業を継続することが
要件となります。

相続人全員の実印と印鑑証明書
が必要となります。

不動産の相続登記や預貯金、有価
証券等の名義書き換えをします。

相続により農地等を取得した者
は、遅滞なく農業委員会にその旨
を届ける必要があります。

被相続人の死亡した時の住所地
の税務署に申告、納税します。（延
納、物納の申請も同時です）

納税資金の準備、延納や物納など
も検討します。

被相続人と相続人の戸籍謄本を
取り寄せます。

解　説 必 要 な 手 続 き

地域農業の維持・発展や

ＪＡの総合事業を活かした

期待以上の対応に取り組みます。

◎活動戦略

組織活動・協同活動を

積極的に実施し、組織基盤強化に

取り組みます。

◎人材戦略

経営理念の実現に向け、将来を担う

中核的人材の計画的な育成を

実施するとともに、活力ある職場

づくりに取り組みます。

◎財務戦略
各事業・活動の戦略遂行によって

持続可能な経営基盤の確立・

強化に取り組みます。

このボタンを
クリック！

生産コストの削減

担い手や出荷者への支援

資産管理・資産継承の
相談対応強化

ニーズに合った商品提供や金融支援

地元農産物の
消費拡大と
ファンづくり

自己改革ってなに？？

地域農業やＪＡ運営の課題を組合員の皆さまとともに解決し、組合員の皆さまにとって
「なくてはならないＪＡ」を目指して実施している取り組みのことです。
現在、総合事業を基本とした４つの戦略に基づいて自己改革の実践を進めています。
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